
 

 

 

 

 

 

 

 

 
店舗やオフィス等を対象に、県産木材を活用した感染防止に資するリノベーションに

要する経費を助成します。 
※ ただし、令和４年２月 28 日までに事業完了するものが対象となります。 

 

 

 
 福岡県感染防止宣言に基づく取組を実施する福岡県内の店舗やオフィス等において県

産木材を活用した感染防止に資する改装をしようとする法人、個人 
 

 

 

〔補助対象〕 
改装、間仕切り等の木製品導入経費 
① 内装の木質化 
② 木製家具の導入 
③ 木製外構施設の設置 
④ 外装の木質化 に係る工事請負費等 

 
〔補 助 率〕 

対象範囲に 50 千円/㎡を乗じた金額、又は補助対象事業費に１/２を乗じた金額のいず
れか低い金額以内 
 

〔主な実施要件〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 詳細は、県ホームページに掲載の「補助金交付要綱」にてご確認ください。 

 

福岡県内の店舗やオフィス等を改装しようとする法人、個人の皆さまへ 

～県産木材を活用した感染防止に資するリノベーションを支援します！～ 

（福岡県コロナ対応型木質リノベーション推進事業） 

１ 助成内容 

３ 助成対象経費、助成額 

２ 助成対象者 

※ ①もしくは③を必ず実施すること 

※ 電気・上下水道ならびに設備・躯体工事は

補助対象外 

※ 課税事業者については、消費税は対象外 

 



 
 

時期 申請者 福岡県木材組合連合会 県 

令和３年 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 10 日まで 

 

 

 

 
事業完了の日から

起算して１ヶ月以

内又は令和４年２

月28日のいずれか

早い期日まで 

 

 

 

 

 

 

交付申請書提出(２部) 
 

交付決定通知受領 

 

 

 

 

 

事業着手 

 

 

 

遂行状況報告 
(11 月 30 日現在) 

 

 
事業完了 

 実績報告書提出 

   

 

 

 

 

 

 

  審査 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

審査 

 

 

事業説明会の実施 

 

 

 

補助金額の算定・決定 
 

交付決定通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

履行確認(現地確認含む) 

 

額の確定・支払い 

 
※ ただし、予算が無くなり次第終了となります。 

 

 

４ 主な手続きの流れ 

【申し込み・問い合わせ先（県が業務委託する事業者）】 
○ 一般社団法人 福岡県木材組合連合会 

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 3-10-27 
<ＴＥＬ> ０９２－７１４－２０６１ <ＦＡＸ> ０９２－７１４－２０６２ 
 

【県担当課】 
○ 福岡県 農林水産部 林業振興課 木材流通係 

〒812-8577 福岡市博多区東公園７番７号（県庁５階北棟） 
<ＴＥＬ> ０９２－６４３－３５４９ <ＦＡＸ> ０９２－６４３－３５４１ 

○ 詳しい内容や提出様式については、以下のホームページをご覧下さい。 
 

 福岡県庁ホームページ【 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 】> 所属でさがす 
> 農林水産部 林業振興課 > 各係のページ > ｢福岡県内の店舗やオフィス等を改装しよう
とする法人、個人の皆様へ｣ 

※ 交付決定前に着手したものは補助対象と

なりませんので注意願います。 


